
令和４年４月２６日 

保護者のみなさま 

大阪市立港中学校  

 校 長 北川 延尚  

     

     教職員「ゆとりの日」の制定について 

 

陽春の候、みなさまにおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。 

 保護者のみなさまには、平素より本校の教育活動にご理解、ご支援をいただき誠に

ありがとうございます。 

 さて、本校では「学校園における働き方改革推進プラン」の一環として「ゆとりの

日」を定め、配布しました行事予定にも掲載いたしました。教職員の時間外勤務削減

の対策として、「ゆとりの日」と定めた日（月１日程度）は時間外勤務をひかえるよう

取り組みを進めてまいります。 

つきまして、家庭訪問、個人懇談会等の時間設定についても勤務時間内での実施に

取り組んでまいります。別紙に示しました市教委通知文の趣旨をお読みいただき、今

般の状況にも鑑み、ご理解ご協力賜りますよう重ねてお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  別紙 

保護者・地域のみなさまへ 

大阪市教育委員会 

 

学校園における働き方改革にご理解・ご協力ください 

 

教員の時間外勤務の状況について 

・ 本市の教員の時間外勤務時間（勤務時間を超えて在校している時間）

は、平成 30年度の平均で年間約 439時間（月平均約 37時間）とな

っており、年間 360 時間（月平均 30 時間）を超えている教員が約

57％、年間 720時間（月平均 60時間）を超えている教員が約 15％

もいます。 

・ 教員の長時間勤務の解消により教員が子どもたち一人ひとりに寄り

添うための時間を確保できる環境をつくるため、保護者・地域のみなさ

まにも、教員の長時間勤務の実態についてご理解いただくとともに、学

校園における働き方改革にご協力をお願いいたします。 

【校種別の内訳】 

※国が示した上限の目安である年 360時間を全ての校種が上回っています。法律の

規定により、教員は時間外勤務を行っても、超過勤務手当は支給されません。 

教員の勤務時間について 

・ 教員の勤務時間は、通常、午前８時 30分から午後５時までです。 

これまでの主な取組について 

・ 全ての小中学校において平日の午後６時（小学校）・午後６時半（中

学校）以降や、休日の電話について、音声ガイダンスによる対応を導入

しています。 

 小学校 中学校 高等学校 幼稚園 全校種 

年平均 約 367時間 約 576時間 約 454時間 約 373時間 約 439時間 

月平均 約 31時間 約 48時間 約 38時間 約 31時間 約 37時間 



・ ８月 15日前後や年末年始などにおいて、学校閉庁日（教職員が一斉

に休暇を取得し学校に勤務しない日）の設定を行っています。 

・ 平成 30年に「大阪市部活動指針～プレイヤーズファースト～」を改

訂し、中学校・高等学校における部活動について、週当たり２日以上の

休養日を設ける、１日の活動時間は平日２時間程度・休業日は３時間程

度とする、といった取組を行っています。 

 

学校園における働き方改革推進プランを策定しました 

・ 教員の長時間勤務解消のため、速やかに取り組むことができることな

どをまとめた「学校園における働き方改革推進プラン」を策定しました。 

・ 今後、教育委員会や各学校園において様々な取組を進めて参ります。 

学校園における働き方改革にご理解・ご協力ください 

・ これまでに、保護者・地域のみなさまのご理解・ご協力のもと、次の

ような取組を行っている学校園があります。これらの取組をはじめ、学

校園の働き方改革にご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

・ 教員が地域行事に参加する際の時間や人数の見直し 

・ 家庭訪問の希望制の導入や時間の見直し 

・ 学校行事の見直し（運動会の半日開催や泊行事の日数の見直し な 

ど） など 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当 06-6208-9131 

教員の長時間勤務を解消することを通じて、教員が子どもたち

の前で生き生きと働くことができるよう、今後も引き続き教員の

長時間勤務の要因を分析し、その解消策について検討して参りま

す。 

保護者・地域のみなさまにも、ご理解・ご協力をお願いいたし

ます。 


